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主
な
議
案
６
月
定
例
会

（
要
約
し
て
掲
載
し
て
い
ま
す
）

報

告

案

件

■
平
成
30
年
度
刈
谷
市
一
般
会
計
継

続
費
の
繰
越
し
に
つ
い
て

　

継
続
費
と
は
、
数
年
度
に
わ
た
り

予
算
を
支
出
す
る
も
の
で
、
完
了
ま

で
に
期
間
を
要
す
る
事
業
に
適
用
し

ま
す
。

　

経
費
の
総
額
や
年
割
額
は
あ
ら
か

じ
め
決
め
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
事
業

の
進
行
状
況
に
よ
り
、
順
次
繰
り
越

し
て
支
出
し
ま
す
。

・
都
市
計
画
道
路
７・４・５
５
５
刈

　
谷
駅
前
線
道
路
新
設
改
良
事
業

・
住
吉
幼
稚
園
移
転
新
築
事
業

継
続
費
の
総
額

　
　
　

17
億
９
，
５
５
０
万
３
千
円

令
和
元
年
度
へ
の
繰
越
額

　
　
　

３
億
４
，
７
５
９
万
７
千
円

■
平
成
30
年
度
刈
谷
市
一
般
会
計
繰

越
明
許
費
の
繰
越
し
に
つ
い
て

　

繰
越
明
許
費
と
は
、
天
候
不
順
、

交
渉
の
不
調
な
ど
に
よ
り
事
業
の
完

了
が
遅
れ
た
場
合
、
翌
年
度
に
限
り

予
算
を
繰
り
越
し
て
支
出
で
き
る
も

の
で
す
。

・
議
場
等
設
備
更
新
事
業

・
市
役
所
第
２
駐
車
場
整
備
事
業

・
屋
外
環
境
整
備
事
業

・
市
道
01—

４
号
線
他
道
路
新
設
改

　
良
事
業

・
準
用
河
川
草
野
川
改
修
事
業

・
都
市
交
通
計
画
調
査
推
進
事
業

・
市
営
住
宅
外
部
整
備
事
業

・
校
舎
等
改
修
事
業

・
北
部
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー
施
設
改

　
修
事
業

・
井
ケ
谷
幼
稚
園
大
規
模
改
造
事
業

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

な
ど
24
件

繰
越
総
額

　
　
　

21
億
４
，
２
６
４
万
４
千
円

単

行

議

案

■
工
事
請
負
契
約
の
締
結
に
つ
い
て

（（
仮
称
）
刈
谷
ス
マ
ー
ト
Ｉ
Ｃ
整
備

工
事
（
橋
り
ょ
う
上
部
工
））

問　
契
約
工
期
は
。 

答　
令
和
２
年
９
月
30
日
ま
で
で

あ
る
。

問　
岩
ケ
池
公
園
利
用
者
へ
の
影

響
は
。 

答　
本
工
事
は
、
岩
ケ
池
公
園
第

１
駐
車
場
の
一
部
を
施
工
ヤ
ー
ド
と

す
る
計
画
と
し
て
い
る
た
め
、
一
時

的
に
駐
車
台
数
が
減
少
す
る
な
ど
の

制
限
が
か
か
る
。こ
れ
に
つ
い
て
は
、

昨
年
度
、
事
前
の
対
策
と
し
て
、
第

１
駐
車
場
の
拡
張
や
仮
設
駐
車
場
の

整
備
に
よ
り
不
足
す
る
駐
車
台
数
を

確
保
し
て
い
る
。

■
工
事
請
負
契
約
の
締
結
に
つ
い
て

（（
仮
称
）野
田
市
民
館
建
設（
建
築
）

工
事
）

問　
工
事
開
始
と
竣
工
時
期
は
。

答　
工
事
は
７
月
に
着
工
し
、
竣

工
は
来
年
３
月
を
予
定
し
て
い
る
。

問　
建
設
予
定
地
の
西
側
に
は
交

通
量
の
多
い
市
道
が
あ
る
。
多
く
の

市
民
が
安
全
に
市
民
館
に
通
う
た
め

の
取
り
組
み
は
。 

答　
市
民
館
西
側
の
市
道
に
沿
っ

て
、
市
民
館
敷
地
内
に
幅
約
２
メ
ー

ト
ル
の
歩
道
を
設
け
る
。

野田市民館
（イメージパース）

条

例

議

案

■
刈
谷
市
税
条
例
等
の
一
部
改
正
に

つ
い
て

問　
ふ
る
さ
と
納
税
に
つ
い
て
の

改
正
内
容
は
。

答　
一
部
の
地
方
公
共
団
体
に
お

い
て
寄
附
に
対
す
る
返
礼
品
競
争
が

過
熱
し
、
ふ
る
さ
と
納
税
制
度
の
趣

旨
を
歪
め
る
よ
う
な
状
況
が
見
ら
れ

て
い
る
。
そ
こ
で
、
本
来
の
ふ
る
さ

と
納
税
制
度
の
趣
旨
に
立
ち
返
る
た

め
、
返
礼
品
の
産
地
や
返
礼
割
合
な

ど
一
定
の
基
準
に
適
合
す
る
地
方
公

共
団
体
を
総
務
大
臣
が
指
定
し
、
そ

の
地
方
公
共
団
体
に
対
す
る
寄
附
金

の
み
を
ふ
る
さ
と
納
税
制
度
の
対
象

と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

そ
の
他
、
法
人
市
民
税
が
国
に
召

し
上
げ
ら
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
た
め

反
対
な
ど
の
意
見
が
あ
り
ま
し
た
。

■
刈
谷
市
介
護
保
険
条
例
の
一
部
改

正
に
つ
い
て

問　
上
位
法
と
な
る
介
護
保
険
法

施
行
令
の
改
正
の
意
図
は
。

答　
本
年
10
月
に
消
費
税
引
き
上

げ
が
予
定
さ
れ
て
い
る
中
、
今
後
も

保
険
料
の
水
準
が
上
昇
す
る
こ
と
が

見
込
ま
れ
る
た
め
、
所
得
の
低
い
方

の
負
担
を
軽
減
す
る
よ
う
実
施
さ
れ

る
も
の
で
あ
る
。

問　
改
正
後
の
保
険
料
額
の
根
拠

は
。答　

今
回
の
改
正
で
は
、
第
１
段

階
か
ら
第
３
段
階
の
保
険
料
率
に
つ

い
て
、
一
定
の
範
囲
内
で
市
町
村
の

判
断
に
よ
り
引
き
下
げ
る
こ
と
が
で

き
る
。
本
市
は
、
引
き
下
げ
で
き
る

最
大
幅
を
適
用
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
保

険
料
額
を
定
め
た
も
の
で
あ
る
。

■
刈
谷
市
国
民
健
康
保
険
税
条
例
の

一
部
改
正
に
つ
い
て

問　
上
位
法
で
あ
る
地
方
税
法
施

行
令
の
一
部
改
正
の
意
図
は
。

答　
所
得
に
応
じ
た
負
担
の
公
平

性
の
確
保
を
推
進
す
る
た
め
、
課
税

限
度
額
を
改
正
す
る
も
の
で
あ
る
。

ま
た
、
軽
減
対
象
世
帯
判
定
所
得
基

準
額
の
引
き
上
げ
は
、
５
割
軽
減
と

２
割
軽
減
の
対
象
世
帯
に
つ
い
て
、

所
得
水
準
の
全
体
的
な
上
昇
に
よ
り

軽
減
対
象
か
ら
外
れ
て
し
ま
う
こ
と

が
な
い
よ
う
、
低
所
得
者
層
の
負
担

軽
減
を
図
る
観
点
か
ら
基
準
額
を
拡

大
す
る
も
の
で
あ
る
。

問　
改
正
に
よ
る
市
へ
の
影
響
額

は
。答　

平
成
31
年
４
月
１
日
時
点
で

の
世
帯
状
況
と
、
平
成
30
年
度
の
課

税
所
得
を
も
と
に
試
算
を
す
る
と
、

年
間
約
９
５
６
万
円
の
増
収
に
な
る

見
込
み
で
あ
る
。
ま
た
、
軽
減
対
象

世
帯
の
判
定
所
得
基
準
額
の
引
き
上

げ
に
よ
る
本
市
の
影
響
額
は
、
同
様

の
基
準
で
試
算
を
す
る
と
、
年
間
約

２
２
６
万
円
の
減
収
に
な
る
見
込
み

で
あ
る
。

　

そ
の
他
、
医
療
費
の
増
大
に
つ
い

て
は
、保
険
税
の
値
上
げ
で
は
な
く
、

一
般
財
源
の
繰
り
入
れ
を
す
る
べ
き

で
あ
る
と
考
え
る
た
め
反
対
と
の
意

見
が
あ
り
ま
し
た
。

軽減対象世帯の
所得基準額を拡大

所得に応じて
介護保険料の負担を軽減

補 

正 

予 

算 

議 

案

　
全
議
員
で
構
成
す
る
予
算
審
査
特

別
委
員
会
を
経
て
、
企
画
総
務
、
福

祉
産
業
、
建
設
、
市
民
文
教
の
各
分

科
会
で
審
査
さ
れ
ま
し
た
。

　

６
月
14
日
に
再
度
予
算
審
査
特
別

委
員
会
を
開
催
し
、
各
分
科
会
で
の

審
査
結
果
に
つ
い
て
、
各
分
科
会
委

員
長
よ
り
報
告
を
受
け
、
17
日
の
本

会
議
に
お
い
て
い
ず
れ
も
原
案
の
と

お
り
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

補
正
す
る
額
（
一
般
会
計
）

　
　
　
　
▲
７
，
３
９
１
万
９
千
円

補
正
後
の
予
算
（
一
般
会
計
）

　
５
８
０
億
２
，
６
０
８
万
１
千
円

補
正
後
の
予
算
総
額
（
全
会
計
）

　
９
１
９
億
３
，
９
７
５
万
８
千
円

【
主
な
事
業
】

　
プ
レ
ミ
ア
ム
付
商
品
券
事
業

　
子
育
て
世
帯
及
び
住
民
税
非
課
税

者
に
対
し
て
、
プ
レ
ミ
ア
ム
付
商
品

券
を
販
売
す
る
こ
と
で
、
市
内
に
お

け
る
消
費
を
喚
起
し
ま
す
。

問　
商
品
券
の
販
売
単
位
は
。 

答　
１
冊
５
，
０
０
０
円
の
商
品

券
を
４
，
０
０
０
円
で
販
売
し
、
１

枚
当
た
り
の
額
面
は
５
０
０
円
で
10

枚
ワ
ン
セ
ッ
ト
で
あ
る
。

問　
今
後
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
は
。

答　
９
月
中
旬
に
、
住
民
税
非
課

税
者
で
購
入
資
格
審
査
が
終
了
し
た

方
と
、
平
成
28
年
４
月
２
日
か
ら
令

和
元
年
６
月
１
日
ま
で
に
出
生
し
た

子
ど
も
が
い
る
子
育
て
世
帯
に
購
入

引
換
券
を
郵
送
す
る
。
商
品
券
の
販

売
は
原
則
土
日
と
祝
日
を
除
く
10
月

１
日
か
ら
令
和
２
年
２
月
28
日
ま
で

で
、
利
用
は
10
月
１
日
か
ら
令
和
２

年
３
月
31
日
ま
で
を
予
定
し
て
い
る
。

　
未
婚
の
児
童
扶
養
手
当
受
給
者
臨

時
給
付
金
支
給
事
業

　
未
婚
の
児
童
扶
養
手
当
受
給
者
に

対
し
て
、
臨
時
給
付
金
を
支
給
す
る

こ
と
で
、
未
婚
の
ひ
と
り
親
家
庭
を

支
援
し
ま
す
。

問　
事
業
概
要
は
。

答　
令
和
元
年
10
月
31
日
を
基
準

日
と
し
、
同
年
11
月
分
の
児
童
扶
養

手
当
の
支
給
を
受
け
る
資
格
の
あ
る

父
ま
た
は
母
の
う
ち
、
過
去
に
法
律

婚
を
し
た
こ
と
が
な
い
方
に
対
し
、

児
童
の
人
数
に
関
わ
ら
ず
１
万
７
，

５
０
０
円
を
支
給
す
る
も
の
で
あ
る
。

陳
情
の
結
果

　

今
回
市
民
の
皆
さ
ん
等
か
ら
提
出

さ
れ
た
陳
情
８
件
は
、
関
係
す
る
委

員
会
で
審
査
さ
れ
た
結
果
、
い
ず
れ

も
不
採
択
と
な
り
ま
し
た
。

▼
公
契
約
事
業
従
事
者
の
適
正
賃
金

と
安
定
雇
用
を
確
保
す
る
公
契
約
法

の
制
定
を
求
め
る
意
見
書
の
提
出
を

求
め
る
陳
情

▼
住
民
の
安
全
・
安
心
を
支
え
る
行

政
サ
ー
ビ
ス
体
制
・
機
能
の
充
実
を

求
め
る
意
見
書
の
提
出
を
求
め
る
陳

情▼
地
方
財
政
の
拡
充
を
求
め
る
意
見

書
の
提
出
を
求
め
る
陳
情

▼
沖
縄
県
民
の
民
意
を
真
摯
に
受
け

止
め
、
地
方
自
治
を
尊
重
し
、
辺
野

古
の
新
基
地
な
ど
米
軍
基
地
建
設
の

中
止
を
求
め
る
意
見
書
の
提
出
を
求

め
る
陳
情

▼
消
費
税
率
10
％
へ
の
引
き
上
げ
の

中
止
を
求
め
る
意
見
書
の
提
出
を
求

め
る
陳
情

▼
最
低
賃
金
の
引
上
げ
、
全
国
一
律

最
低
賃
金
制
の
確
立
を
求
め
る
意
見

書
の
提
出
を
求
め
る
陳
情

▼
す
べ
て
の
労
働
者
に
、
安
定
し
た

雇
用
と
１
日
８
時
間
の
労
働
で
暮
ら

せ
る
人
間
ら
し
い
働
き
方
を
求
め
る

意
見
書
の
提
出
を
求
め
る
陳
情

▼
保
育
士
の
人
材
定
着
・
確
保
の
た

め
、
職
員
配
置
基
準
と
公
定
価
格
を

抜
本
的
に
改
善
し
、
大
幅
増
員
と
賃

金
の
引
き
上
げ
を
求
め
る
意
見
書
の

提
出
を
求
め
る
陳
情

　
委
員
会
で
は
、
議
案
、
陳
情
の
審
査
の
ほ
か
、
主
に
次
の
こ
と
に
つ
い
て
、

質
問
な
ど
が
あ
り
ま
し
た
。
委
員
会
の
動
き

企
画
総
務
委
員
会

　
刈
谷
市
総
合
計
画
基
礎
調
査

問　
本
調
査
に
お
い
て
、
第
８
次

総
合
計
画
策
定
に
向
け
た
主
要
課
題

を
ど
の
よ
う
に
導
き
出
し
た
か
。

答　
国
・
県
の
動
向
、
社
会
経
済

動
向
の
把
握
、
刈
谷
市
の
現
状
、
市

民
の
ま
ち
づ
く
り
意
識
、
第
７
次
計

画
の
評
価
な
ど
を
も
と
に
、
職
員
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
で
検
討
し
、
主

要
課
題
を
導
き
出
し
た
も
の
で
あ
る
。

問　
将
来
人
口
推
計
を
今
後
ど
の

よ
う
に
し
て
決
定
し
て
い
く
の
か
。

答　
市
民
ま
ち
づ
く
り
会
議
や
総

合
計
画
審
議
会
の
中
で
案
を
お
示
し

し
な
が
ら
決
定
し
て
い
き
た
い
。

　

そ
の
他
「
投
票
率
の
向
上
」「
防

災
ラ
ジ
オ
」「
刈
谷
駅
北
口
周
辺
の

迷
惑
駐
車
」
な
ど
が
あ
り
ま
し
た
。

福
祉
産
業
委
員
会

　
企
業
立
地

問　
平
成
29
年
３
月
に
策
定
さ
れ

た
企
業
立
地
推
進
ビ
ジ
ョ
ン
に
お
い

て
企
業
立
地
を
進
め
て
い
く
と
さ
れ

て
い
る
が
、
個
別
民
間
開
発
を
誘
導

す
る
一
里
山
、
野
田
町
二
ツ
池
地
区

の
現
在
の
動
向
は
。

答　
一
里
山
地
区
で
は
１
社
、
野

田
町
二
ツ
池
地
区
で
は
２
社
が
立
地

し
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
１
社
ず
つ
操

業
を
開
始
し
て
い
る
。

問　
公
共
主
体
の
依
佐
美
地
区
は
。

答　
愛
知
県
企
業
庁
に
よ
る
と
今

年
度
中
に
立
地
企
業
が
内
定
す
る
と

聞
い
て
い
る
。

　

そ
の
他
「
生
活
保
護
受
給
申
請
者

の
権
利
」「
介
護
保
険
」「
相
生
駐
車

場
」
な
ど
が
あ
り
ま
し
た
。

建
設
委
員
会

　
刈
谷
市
駅
周
辺
地
区
市
街
地
総
合

再
生
基
本
計
画

問　
計
画
を
作
成
し
た
背
景
は
。

答　
刈
谷
市
駅
周
辺
は
、
様
々
な

要
因
に
よ
り
、
商
店
が
減
少
し
、
清

閑
な
住
宅
地
と
し
て
の
様
相
へ
変
化

し
つ
つ
あ
る
。
ま
た
、
市
街
地
再
開

発
の
準
備
組
合
が
設
立
さ
れ
る
な

ど
、
計
画
的
に
市
街
地
環
境
の
形
成

を
進
め
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る

こ
と
か
ら
で
あ
る
。

問　
整
備
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
は
。

答　
準
備
組
合
の
活
動
の
中
で
定

ま
っ
て
く
る
と
考
え
る
が
、
支
援
を

行
い
、
早
期
実
現
を
目
指
し
た
い
。

　

そ
の
他
「
ミ
サ
サ
ガ
パ
ー
ク
」「
道

路
景
観
」「
歩
道
の
整
備
」
な
ど
が

あ
り
ま
し
た
。

市
民
文
教
委
員
会

　
多
胎
児
支
援

問　
多
胎
児
の
保
護
者
か
ら
の
相

談
内
容
と
市
の
対
応
は
。

答　
子
ど
も
の
発
達
の
違
い
に
関

す
る
こ
と
な
ど
、
多
胎
育
児
特
有
の

悩
み
が
寄
せ
ら
れ
て
お
り
、
保
健
師

等
が
話
を
聞
き
、
子
育
て
に
関
す
る

サ
ー
ビ
ス
に
つ
な
げ
て
い
る
。

問　
多
胎
育
児
で
の
虐
待
を
防
ぐ

た
め
に
、
ど
の
よ
う
な
支
援
が
必
要

と
考
え
て
い
る
か
。

答　
保
護
者
を
は
じ
め
と
す
る
家

族
を
取
り
巻
く
支
援
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
を
構
築
し
、
精
神
的
な
負
担
を
解

消
す
る
こ
と
が
重
要
と
考
え
る
。

　

そ
の
他
「
東
吉
野
村
交
流
事
業
」

「
あ
か
ち
ゃ
ん
訪
問
」「
待
機
児
童
の

解
消
」
な
ど
が
あ
り
ま
し
た
。

堀ほ
っ

田た　
昌ま
さ

義よ
し　
氏

■
監
査
委
員
の
選
任
に
つ
い
て

　

前
任
者
が
令
和
元
年
６
月
30
日
に
辞
職
さ
れ
る
た
め
、
後
任
と
し
て
次

の
方
を
選
任
す
る
こ
と
に
同
意
し
ま
し
た
。（
任
期
４
年
）

ア
イ
シ
ン
精
機
株
式
会
社
常
勤
監
査
役

議
決
結
果
一
覧
表	

（
※
）
…
賛
否
が
分
か
れ
た
も
の

・
刈
谷
知
立
環
境
組
合
議
会
議
員
の
選
挙
に
つ
い
て	

当
選

・
損
害
賠
償
の
額
を
定
め
る
専
決
処
分
に
つ
い
て	

了
承

・
刈
谷
市
土
地
開
発
公
社
経
営
状
況
に
つ
い
て	

了
承

・
平
成
30
年
度
刈
谷
市
一
般
会
計
継
続
費
の
繰
越
し
に
つ
い
て	

了
承

・
平
成
30
年
度
刈
谷
市
一
般
会
計
繰
越
明
許
費
の
繰
越
し
に
つ
い
て	

了
承

・
監
査
委
員
の
選
任
に
つ
い
て	

同
意

・
人
権
擁
護
委
員
の
候
補
者
の
推
薦
に
つ
い
て	

異
議
な
い
旨
答
申

・
刈
谷
市
税
条
例
等
の
一
部
改
正
に
つ
い
て
（
※
）	

可
決

【
企
画
総
務
委
員
会
関
係　

２
議
案
】	

す
べ
て
可
決

・
刈
谷
市
手
数
料
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

・
刈
谷
市
都
市
計
画
税
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

【
福
祉
産
業
委
員
会
関
係　

２
議
案
】	

す
べ
て
可
決

・
刈
谷
市
介
護
保
険
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

・
刈
谷
市
国
民
健
康
保
険
税
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て
（
※
）

【
建
設
委
員
会
関
係　

２
議
案
】	

す
べ
て
可
決

・
工
事
請
負
契
約
の
締
結
に
つい
て（（
仮
称
）刈
谷
スマ
ー
ト
Ｉ
Ｃ
整
備
工
事

　
（
橋
り
ょ
う
上
部
工
））

・
訴
え
の
提
起
に
つ
い
て
（
市
営
住
宅
明
渡
し
等
請
求
事
件
）

【
市
民
文
教
委
員
会
関
係　

１
議
案
】	

可
決

・
工
事
請
負
契
約
の
締
結
に
つい
て（（
仮
称
）野
田
市
民
館
建
設（
建
築
）工
事
）

【
予
算
審
査
特
別
委
員
会
関
係　

２
議
案
】	

す
べ
て
可
決

・
令
和
元
年
度
刈
谷
市
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
１
号
）
（
※
）

・
令
和
元
年
度
刈
谷
市
介
護
保
険
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
１
号
）

【
議
員
提
出
議
案　

１
議
案
】	

可
決

・
刈
谷
市
議
会
会
議
規
則
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

6月定例会提出議案の賛否
賛否が分かれたものについて掲載します。（○：賛成　× : 反対）

会派名及び議員名

議案名及び議決結果

自民クラブ 市民クラブ 無所属議員
の会 公明クラブ 日本共産党

議員団 清風クラブ
無
所
属

議
長
※

副
議
長

渡
邊　

妙
美

外
山　

鉱
一

清
水　

俊
安

鈴
木　

正
人

加
藤　

廣
行

加
藤　

峯
昭

山
崎　

高
晴

前
田　

秀
文

鈴
木　

浩
二

佐
原　

充
恭

中
嶋　

祥
元

山
内　

智
彦

加
藤　

賢
次

鈴
木　

絹
男

蜂
須
賀
信
明

松
永　
　

寿

白
土
美
恵
子

樫
谷　
　

勝

新
村　

健
治

野
村　

武
文

山
本
シ
モ
子

上
田　

昌
哉

新
海　

真
規

星
野　

雅
春

稲
垣　

雅
弘

伊
藤　

幸
弘

黒
川　

智
明

刈谷市税条例等の一部改正について 可
決○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × × × × × ○ ○

刈谷市国民健康保険税条例の一部改正について 可
決○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × × ○ ○ ○ ○ ○

令和元年度刈谷市一般会計補正予算（第１号）可決○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × × × × × ○ ○

※議長は、採決に加わりません。

■
人
権
擁
護
委
員
の
候
補
者
の
推
薦
に
つ
い
て

　

令
和
元
年
９
月
30
日
で
任
期
満
了
と
な
る
の
で
、
次
の
方
を

推
薦
す
る
こ
と
に
異
議
な
い
旨
、答
申
し
ま
し
た
。（
任
期
３
年
）

　

杉す
ぎ

浦う
ら　
　
静し
ず
か　
氏

　

神か
み
谷や　
智と
も
子こ　
氏

　

都つ

築づ
き　

　
楓か
え
で　

氏

人権擁護委員とは、国民に保障されて
いる基本的人権を守るため、法務大臣
より委嘱されています。市長は議会の
意見を聞き、法務大臣に推薦します。

（
２
期
目
）

　

小
垣
江
町

（
２
期
目
）

　

宝
町

（
１
期
目
）

　

元
町


